
（生徒指導規程）

あ さ は ら こ

～みんなで守って，楽しい学校生活にしよう！～
まも たの がっこうせいかつ

廿日市市立浅原小学校

〈はじめに〉

「浅 原っ子のやくそく」は，なんのためにあるのでしょう？
あさはら こ

それは，みなさんが，学 校やお家のまわりで楽しく安 全に生 活するためです。学 校は，
がっこう うち たの あんぜん せいかつ がっこう

たくさんの人たちが学んだり生 活したりする場所です。やくそくごとを決めていなかったら，
ひと まな せいかつ ばしょ き

不便だったり危険だったりすることがあるのです。これは，社 会でも同じです。
ふべん きけん しゃかい おな

やくそくをしっかり守り，自分やまわりの人たち一人一人を大 切にしていきましょう。
まも じぶん ひとりひとり たいせつ

〈生活のきまり〉
せいかつ

・ 学習に必要なものは，ランドセルに入れて学校に来ます（学 習のやくそくを見ます）。
がくしゆう ひつよう い がつこう き がくしゅう み

・ 学 習に必要ないものは，持って来ません。
がくしゆう ひつよう も き

・ 標 準服・校 章入り黄色帽子で登下校します（服 装のきまりを守りましょう）。
ひようじゆんふく こうしよう い き い ろ ぼ う し とうげこう ふくそう まも

・ 服や持ち物には，名札・名前をつけます。
ふく も もの な ふ だ な ま え

・ 毎朝，７時３０分から７時５５分の間に学校に来て，一日の用意をします。
まいあさ じ ぷん じ ぷん がつこう き いちにち よ う い

・ 登下校は，決められた通学路を通り，より道はしません。
とうげこう き つうがくろ とお みち

・ 欠席するときや遅れてくるときは，お家の人から学校に連絡してもらいます。
けつせき おく うち ひと がつこう れんらく

・ 体 調が悪くて体育を見学するときは，生活ノートなどでお家の人に連絡してもらいます。
たいちよう わる たいいく けんがく せいかつ うち ひと れんらく

・ 元気よく, 自分からあいさつをします。
げ ん き じぶん

・ 時と場合，相手に合わせたことばづかいをします。
とき ばあい あいて あ

・ 時間を守ります（時計を見て，行 動しましょう）。
じかん まも とけい み こうどう

・ そうじは，時間いっぱいの無言そうじで，学 校をきれいにします。
じかん むごん がっこう

・ トイレは，休憩時間にすませます。
きゅうけいじかん

・ ろうかや階 段は，右 側を静かに歩きます。
かいだん みぎがわ しず ある

・ 使ったものは，元の場所に返し，こわれたりなくしたりしたら先生に言います。
つか もと ば し よ かえ せんせい い

・ お茶は，必 要に応じて持ってきてもよいです。休憩時間に飲むようにします。
ちゃ ひつよう おう も きゅうけいじかん の

・ 下校時刻を守り，なるべく友だちといっしょに帰ります。
げ こ う じ こ く まも とも かえ

下校時刻 ２月～１０月は４時３０分，１１月～１月は４時
げ こ う じ こ く がつ がつ じ ぷん がつ がつ じ

・ 夕方５時になったら，家に帰ります。
ゆうがた じ いえ かえ

・ 放課後，学校に遊びに来たとき，お菓子は食べません。
ほ う か ご がつこう あそ き か し た

・ 自転車に乗るときはヘルメットをかぶり，交通ルールを守ります。
じてんしや の こうつう まも

・ 子どもだけで校区外など遠くへ出かけません。
こ こうくがい とお で

・ インターネット・ゲームなどは，お家の人と約 束を決めてします。
うち ひと やくそく き

・ 教 室に，忘れ物を取りに行くときは，職 員 室で先 生に伝えて，取りに行きます。
きょうしつ わす もの と い しょくいんしつ せんせい つた と い

・ 学 校に忘れ物をした場合，下校時刻をすぎたら，お家の人と一 緒に取りに来ます。
がっこう わす もの ばあい げこうじこく うち ひと いっしょ と き

・ 火遊びや道路・工事現場・川で遊ぶなどの危ない遊びはしません。
ひあそ どうろ こうじげんば かわ あそ あぶ あそ



〈服装について〉
ふくそう

〈学習のきまり・学習用具〉
がくしゆうようぐ

◇毎日持ってくるもの
まいにち も

・ 筆箱 えんぴつ ５本（２ＢまたはＢ）程度
ふでばこ ほん て い ど

赤・青えんぴつ １本ずつ（高学年は赤・青ボールペンも可）
あか あお ぽん

消しゴム １こ（白で，においがないもの）
け

定 規（さし） １本（とうめいで，１５㎝以内のもの）
じょうぎ ぽん い な い

※シャープペンシルやカラーペンは学校では使わない。
がつこう つか

・ 下じき
した

・ 教科書・ノートなどの学習用具（時間割を見て，忘れ物がないようにする）
きようかしよ がくしゆうようぐ じかんわり み わす もの

・ 生活ノート
せいかつ

◇学期間は，学校に置いておくもの
がつきかん がつこう お

・ お道具箱 はさみ，のり，ボンド，色鉛筆（クーピーなど），クレパス，名前ペン１本，
どうぐばこ いろえんぴつ な ま え ぽん

フェルトペン（太い書き方ペン）１本（１，２年生のみ）
ふと か かた ぽん

※ 上ぐつ・体 操 服やエプロンは， 週 の終わりに持って帰ってきれいに洗い， 週 の初め
うわ たいそうふく しゅう お も かえ あら しゅう はじ

に持 ってきます。
も

上衣 中着 下衣 帽子・くつ下・くつ・その他

標　

準　

服

夏

男女ともに　白ポロシャツ

　　男子　白開襟シャツ

　　女子　白ブラウス

　名札をつける

　　（つり下げも可）

※シャツはズボンやスカート

の中に入れる。

男子　紺色半ズボン

女子　紺色ひだスカート

帽子　　黄色，校章入り

　　　　赤白帽子（体育の時）

くつ下　白・紺・黒色

　　　※　ワンポイント・ライン程

　　　　度はよい。

外ばき　男女とも白色基調の運動靴

上ばき　赤・青の前ゴム帯つき

体育館シューズ　黄色前ゴムつき

　　　※　いずれも，６学年の中途

　　　　で買い替えるときは，中学

　　　　校のものでもよい。

髪形　　学校生活にふさわしい髪　

　　　型。染色やパーマは不可。

　　　飾りのついたピンやゴムなど

　　　は使わない。長くなったら結

　　　ぶなどして目にかからないよ

　　　うにする。

かさ　　原則として黄色いもの

かばん　ランドセル。こわれたとき

　　　は，背負えるものを使う。

ハンカチ・ティッシュ　ポケットに

　　　　　　　　　　　入れる。

◎名札１枚５０円（学校で販売）。

　入学時には５枚プレゼント。

冬

男女ともに　紺色上着

　名札をつける

　　（つり下げも可）

男女ともに　白ポロシャツ

　　　男子　白開襟シャツ

　　　女子　白ブラウス

※シャツはズボンやスカート

の中に入れる。

男子　紺色半ズボン

女子　紺色ひだスカート

寒
い
時

登下校時は，ジャンパー・

マフラー・手ぶくろを着用

してよい。ただし耳当ては

使わない。

※校舎内では着用しない。

白・紺・グレー・黒などの

Ｕ・Ｖネックのベストやセ

ーター

長ズボン，ジャージ

（学校生活にふさわしい色・

デザイン, シャカパンは不

可）

体　

操　

服

夏
・
冬

白色　襟・ファスナーつき

シャツ（丸首でもよい）

※半袖・長袖どちらでもよ

い。

　名札をつける

（貼り付けまたは縫い付け）

水着　

　男女とも紺色スクール水着

紺色　ラインなしのハー

フパンツ

寒
い
と
き

ジャージ

　※　黒・紺・グレーな

　　どで，通学服とは区

　　別する。



〈特別な指導〉
とくべつ し ど う

みなさんが，学 校や社 会のきまりを守らなかったり，人を大 切にしなかったりしたら，
がっこう しゃかい まも ひと たいせつ

状 況に応じて，教 室とは別のところで特 別な勉 強をすることがあります。また，その
じょうきょう おう きょうしつ べつ とくべつ べんきょう

勉 強は，お家の人とも相 談しながら進めます。
べんきょう うち ひと そうだん すす

※指導の日 数は原 則とし，必 要に応じて継 続して指導を 行 います。
しどう にっすう げんそく ひつよう おう けいぞく しどう おこな

保護者の皆様へ

物を大切にするという意味からも，ご家庭でも時々子どもの持ち物を意識して，一緒に点

検したり補充したりしてください。記名もよろしくお願いします。

学校生活において，児童がきまりを守らなかった場合は，状況に応じて日々の教育活動（授

業等）とは異なる「特別な指導」を行います。また，保護者と連携して児童の指導に当たり

ます。なお，器物損壊の場合は，弁償をしていただくこともあります。

　　　　問題行動 指導場所 日数 　　　　　指導者 　　　保護者との連携 指導の内容

触法行為

（万引き・器物損壊など

　法に触れる行為）

校長室等 ３日

校長または教頭

生徒指導主事

担任

保護者連絡・来校

問題行動に対する

自らの行動をふり

返るとともに，再

発防止のための約

束や展望をもたせ

ます。

いじめ 校長室等 ３日
校長または教頭

生徒指導主事

担任

保護者連絡・来校

家庭訪問等

学校のきまり違反 校長室等 １日
生徒指導主事

担任

状況により保護者連絡

家庭訪問等

その他　

学校のきまり以外の問題行動
　問題行動や児童の状況に応じて判断し，「特別な指導」を行います。


